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選 挙 管 理 委 員 会 告 示

○鹿児島県知事解職請求代表者の辞退による解職請求の終結 （選挙管理委員会取扱い）１

鹿児島県選挙管理委員会告示第49号

平成25年10月８日付け鹿児島県選挙管理委員会告示第41号（鹿児島県知事の解職請求代表者

証明書の交付）により解職請求代表者証明書を交付した旨を告示した鹿児島県知事の解職請求

について，平成25年12月18日，当該証明書の交付を受けた解職請求代表者全員から，同日付け

をもって解職請求代表者を辞退する旨の届出があった。

平成25年12月27日

鹿児島県選挙管理委員会委員長 鎌田六郎
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